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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．経営理念に基づく経営指針を敷衍する行動規範、倫理規範を明示した「企業行動につ

いてのガイドライン」を定め、その浸透に努めております。

ロ．コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会において取締役及び使用人の

コンプライアンス状況を把握し、問題がある場合は取締役会に答申する体制を整備して

おります。また、その一環として内部通報規程を定め、社内外に設置した内部通報窓口

を通じて法令違反、企業倫理違反等の情報を入手し、コンプライアンス委員会により適

切に対応する体制を整備しております。

ハ．社長直轄の組織として内部監査室を設置し、会社の業務及び財産の実態を監査し、不

正・過誤の防止に努めております。

ニ．「反社会的勢力への対応に関する基本方針」及びそれに基づく反社会的勢力対応規程

により、反社会的勢力とは一切関係を持たず、また不当要求に対し会社として一切応じ

ないことを定め、その浸透に努めております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役会等重要な会議の意思決定その他取締役の職務執行に係る情報につき適正に記

録し、さらに文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行っております。

ロ．内部情報管理規程及び情報セキュリティポリシーを定め、情報管理体制・方法等を明

確にすることにより、取締役の職務執行に係る情報が不正に利用されないよう適正に管

理を行っております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．信用、品質、工事安全、システム、業務、自然災害など個別に規程・マニュアルを設

け、関係部門にてリスク管理を行っております。

ロ．リスク管理規程を定めリスク管理体制を整備し、当社の経営を阻害する様々なリスク

に対し適切かつ効果的な対処を行い、リスクの顕在化に伴う損失の防止を図っておりま

す。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．業務分掌規程、職務権限明細表等社内規程を整備し、取締役の権限及び責任を明確に

しております。
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ロ．経営上の重要な事項については、取締役、執行役員をメンバーとする経営戦略会議を

開き、そこにおいて幅広い議論を行うことで取締役会の充実した議論に繋げ、職務の効

率性を確保しております。

ハ．営業上の重要な事項については、担当取締役の主催により、執行役員を兼ねる営業系

の本部長をメンバーとする本部長会議を開き、そこにおいて各本部のミッションの進捗

の監督の他、本部間の営業戦略的連携を図るとともに本部長による営業戦略提案の推

奨・検証・支援を行うことで取締役会の充実した議論に繋げ、職務の効率性を確保して

おります。

(5) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．企画管理本部において、グループ全体の中期経営計画、年度計画の進捗状況を管理し

ております。

ロ．グループ全体に影響をおよぼす重要な事項については、子会社役員を兼務する取締役

を含め執行役員以上の役員が参加する経営戦略会議を通して慎重に審議を行い、意思決

定する体制をとっております。

ハ．関係会社管理規程を定め、子会社及び関連会社の重要な事項に関しては、当社の承

認、もしくは当社への報告を必要とし、さらには当社の内部監査室による監査を通じて

業務の適正を確保しております。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ．財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、基本方針、関連規程等を定めるととも

に、財務報告の信頼性を確保するための体制を整備しております。

ロ．内部統制に関する最高統括責任者である経営者の指示のもとで適正に運用を行ってお

り、また定期的に有効性の評価を行い、不備がある場合には是正を図っております。

(7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、取締

役会は監査等委員会との協議の上、合意する人選を行って配属するものとしております。

(8) 前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に

関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関

する事項

イ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の業務の実施に関して、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）から指示、命令を受けないこととしております。

ロ．使用人の人事異動、評価等人事権に係る事項に関して、事前に監査等委員会に報告

し、その判断を最大限尊重することとしております。
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(9) 当社及び子会社の取締役・使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監

査等委員会への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由とし

て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等

からその職務の執行状況を聴取し、さらには関係資料を何時においても閲覧できるもの

としております。

ロ．当社及び子会社の取締役・使用人等は、監査等委員会が選定する監査等委員の要求に

従い、又は自ら自己の職務の執行状況を監査等委員会に報告するものとしております。

ハ．取締役・使用人等が監査等委員会に報告したことを理由として、不利な取扱いを受け

ないものとしております。

(10)監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について

生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の遂行上必要と認められる費用又は債務の処理については、予め予算

を計上する他、緊急又は臨時に支出した費用については、事後に会社に償還を請求するこ

とができるものとして、監査等委員の職務執行の実効性を確保しております。

(11)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、相互に十分な情報・意見交換を行うとともに、会計監査人・内部監査室

と緊密な連携を保ち、さらには代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要事項につ

いて相互認識を深めることにより、監査等委員会の監査の実効性を確保しております。

２　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

(1) コンプライアンスに関する取組み

イ．コンプライアンス規程に基づきコンプライアンス委員会を開催し、当社のコンプライ

アンス状況について検証・評価及び対策の提案を実施しました。

ロ．管理職を対象にコンプライアンスに関する研修や啓発活動を実施しました。

(2) 取締役の職務の執行の効率性を確保するための取組み

原則として毎月１回経営戦略会議及び本部長会議を開催し、担当取締役が取りまとめた

各会議における議論及び報告内容に基づき、取締役会において経営上・営業上の重要事項

に関し充実した議論を実施しました。

(3) 企業集団の業務の適正を確保するための取組み

内部監査部門において、当社の各部門・拠点の他、国内及び海外子会社・関連会社の業

務及び財産の実態につき、内部監査を実施しました。
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(4) 財務報告の信頼性確保に関する取組み

財務報告に係る内部統制規程に基づき四半期に１回内部統制委員会を開催し、全社的な

内部統制、業務プロセス、ＩＴ全般統制、決算財務プロセスにおいて内部統制の有効性を

検証・評価しました。

(5) 監査等委員会の監査の実効性確保に関する取組み

イ．常勤の監査等委員は、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び本部長会議の全て

に出席したほか、実地監査、稟議書の検証等の監査活動を通じて取締役等の職務の執行

状況の監査を実施しました。

ロ．監査等委員会は、会計監査人・内部監査部門との定期的な情報・意見交換等を通じて

緊密な連携を確保し、監査の実効性を図りました。

ハ．監査等委員は、定期的に代表取締役との間で会合を持ち、監査上の重要事項について

相互認識を深めました。
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,624,866 1,957,909 23,801,342 △32,756 27,351,362

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 33,456 33,456 66,913

剰 余 金 の 配 当 △658,239 △658,239

親 会 社 株 主 に 帰 属

す る 当 期 純 利 益
2,426,286 2,426,286

自 己 株 式 の 取 得 △60 △60

自 己 株 式 の 処 分 16,952 9,224 26,177

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 33,456 50,409 1,768,047 9,164 1,861,078

当 期 末 残 高 1,658,323 2,008,319 25,569,389 △23,591 29,212,440

その他の包括利益累計額

非支配

株主持分

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 1,469,730 256,588 103,140 1,829,459 230,647 29,411,469

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 66,913

剰 余 金 の 配 当 △658,239

親 会 社 株 主 に 帰 属

す る 当 期 純 利 益
2,426,286

自 己 株 式 の 取 得 △60

自 己 株 式 の 処 分 26,177

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
784,888 253,992 697,706 1,736,587 54,764 1,791,352

当 期 変 動 額 合 計 784,888 253,992 697,706 1,736,587 54,764 3,652,430

当 期 末 残 高 2,254,618 510,581 800,846 3,566,047 285,412 33,063,899

連結株主資本等変動計算書

第68期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）　　　　　　　　　（単位：千円）
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数  ６社

連結子会社の名称

MEIJI CORPORATION

MEIJI UK LTD.

名電エンジニアリング株式会社

エム・ディーマシナリー株式会社

Meiji(Thailand)Co.,Ltd.

明治電機商業（上海）有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項

　持分法非適用の関連会社数  ２社

関連会社の名称

株式会社KYOTSU

株式会社アドバン・テック

（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、MEIJI CORPORATION、MEIJI UK LTD.、Meiji(Thailand)Co.,Ltd.及び

明治電機商業（上海）有限公司の決算日は12月31日であります。

　連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

ａ. 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

ｂ. その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

  時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

  移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. デリバティブ

  時価法
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ハ. 棚卸資産

　当社及び国内子会社は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を、また、海外子会社は先入先出法による

低価法を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

  海外子会社は定額法によっております。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法によっております。

　なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

　ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

ハ. リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の基準によっております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

ロ. 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

ハ. 役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支払に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当連結会計年度末

負担額を計上しております。このうち、当社役員に対しては業績連動役員給与を導入し

ており、当連結会計年度末において支給額が確定しているため未払金84,850千円を計上

しております。当連結会計年度末における役員賞与引当金残高は、一部の子会社役員に

対する支給予定額であります。
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ニ. 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当該連結会計年度末要支給額を

引当計上しておりましたが、2006年６月をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、

2006年７月以降新たな引当計上は行っておりません。

　当連結会計年度末における役員退職慰労引当金残高は当制度の廃止以前から在職して

いる役員に対する支給予定額であります。

④ 収益及び費用の計上基準

　下記の５ステップアプローチに基づき、収益を測定し認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

　商品又は製品の国内販売に係る収益は、当該商品又は製品を引き渡した時点で履行義

務を充足したと判断し、国内取引においては出荷時から顧客への支配の移転までの期間

が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。設備等の販売である

搬入据付に係る収益は、顧客の検収により履行義務を充足したと判断し、検収時に収益

を認識しております。商品の販売において当社グループの役割が代理人に該当する取引

については、顧客から受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額により収

益を算定しております。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権に

ついては、振当処理を行っております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権、外貨建予定取引

ハ. ヘッジ方針

　外貨建金銭債権及び予定取引に係る将来の為替変動リスクを回避するため、実需に基

づくものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は

行っておりません。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法

　振当処理を行った為替予約は、有効性の評価を省略しております。

　また、外貨建予定取引については、将来の販売予定に基づくものであり、実行の可能

性が極めて高いため、有効性の評価を省略しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。なお、一部の連結子会

社は期末要支給額を計上しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,420,470千円

(2) 期末日満期手形

受取手形 12,802千円

電子記録債権 65,402千円

支払手形 726千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 12,717,120株 48,700株 －株 12,765,820株

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しております。

　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（７年）による定額法により費用処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「国庫補助金」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しました。

なお、前連結会計年度の「国庫補助金」は2,656千円であります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

期末日手形の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしており

ます。なお、連結会計年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

－ 10 －



株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 65,771株 541株 18,500株 47,812株

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2023年５月31日

取締役会
普通株式 404,843 32.00 2023年３月31日 2023年６月６日

2023年10月31日

取締役会
普通株式 253,396 20.00 2023年９月30日 2023年11月27日

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2024年５月31日

取締役会
普通株式 483,284 利益剰余金 38.00 2024年３月31日 2024年６月５日

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては主として銀行借入による方針です。デリバティブは、為替相場の変動リスクの回避を

目的とし、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る取引の利用は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ておりますが、当該リスクに関しては、与信管理規程に基づき取引先毎の期日管理及び残

高管理を行うなどの方法により管理しております。また、外貨建ての営業債権について

は、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては先物為替予約を利用

してヘッジしております。

　投資有価証券は、主に取引関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されておりますが、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しておりま

す。

　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、概ね１年以内の支払期日で

あります。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。また、各部署からの

報告に基づき担当部署が資金繰計画を作成・更新するとともに、主要取引銀行と貸出コミ

ットメントライン契約を締結することにより、資金調達の流動性リスクを管理しておりま

す。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引

を目的とした為替予約取引であります。デリバティブ取引の執行・管理については、取引
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連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券

　その他有価証券 4,044,561 4,044,561 －

　資産計 4,044,561 4,044,561 －

デリバティブ取引 (*) (1,930) (1,930) －

制限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信

用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

　なお、ヘッジ会計に関しては、前述の「１．連結計算書類の作成のための基本となる重

要な事項に関する注記等」に記載されている「（4）会計方針に関する事項　⑤重要なヘ

ッジ会計の方法」をご覧ください。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

　また、「(2) 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約

額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり

ません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）

１．を参照ください。）。

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については（　）で示しております。

(*) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子

記録債務」については、現金であること、及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、

買掛金及び支払手形、電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するこ

とから、記載を省略しております。

（注）１. 市場価格のない金融商品

　非上場株式（連結貸借対照表計上額　38,768千円）及び関連会社株式（連結貸借対照表計

上額　54,000千円）については、市場価格がないことから「投資有価証券」には含めており

ません。
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１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 7,332,997 － － －

受取手形及び売掛金 17,773,053 － － －

電子記録債権 9,530,540 － － －

合計 34,636,591 － － －

１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

短期借入金 25,782 － － －

合計 25,782 － － －

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　株式 4,044,561 － － 4,044,561

デリバティブ取引

　通貨関連 － (1,930) － (1,930)

（注）２. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注）３. 借入金の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により

算定した時価

レベル2 の時価：レベル1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを

用いて算定した時価

レベル3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに

時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル1の時価に分類しております。
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日本 北米 その他 合計

売上高 63,203,049 6,854,112 4,523,516 74,580,678

(1) １株当たり純資産額 2,577.33円

(2) １株当たり当期純利益 191.46円

デリバティブ取引

　為替予約契約を締結している取引銀行から提示された金額によっており、レベル2の時価に分

類しております。なお、ヘッジ会計が適用されているもののうち為替予約の振当処理によるも

のはヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されています。そのため、その時価は、

当該売掛金の時価に含めて記載しております。

６. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループの主たる地域別の収益を分解した情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　会計方針に関する事項　収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

７. １株当たり情報に関する注記

８. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

９. その他の注記

該当事項はありません。
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金

その他

資本

剰余金

資本剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 1,624,866 1,685,038 272,870 1,957,909 93,169 7,800,000 12,887,103 20,780,273

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 33,456 33,456 33,456

剰余金の配当 △658,239 △658,239

当 期 純 利 益 2,183,992 2,183,992

自己株式の取得

自己株式の処分 16,952 16,952

株 主 資 本 以 外

の 項 目 の 当 期

変動額（純額）

当期変動額合計 33,456 33,456 16,952 50,409 1,525,753 1,525,753

当 期 末 残 高 1,658,323 1,718,495 289,823 2,008,319 93,169 7,800,000 14,412,857 22,306,026

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当 期 首 残 高 △32,756 24,330,293 1,469,730 288 1,470,019 25,800,312

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 66,913 66,913

剰余金の配当 △658,239 △658,239

当 期 純 利 益 2,183,992 2,183,992

自己株式の取得 △60 △60 △60

自己株式の処分 9,224 26,177 26,177

株 主 資 本 以 外

の 項 目 の 当 期

変動額（純額）

784,888 △641 784,246 784,246

当期変動額合計 9,164 1,618,784 784,888 △641 784,246 2,403,031

当 期 末 残 高 △23,591 25,949,077 2,254,618 △353 2,254,265 28,203,343

株主資本等変動計算書

第68期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

  時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

・市場価格のない株式等

  移動平均法による原価法を採用しております。

③ デリバティブ

  時価法

④ 棚卸資産

　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

　また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法によっております。

　なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

③ リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の基準によっております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
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③ 退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。なお、当事業年度末における年金資産の見込額が退

職給付債務の見込額を超過しているため、前払年金費用として投資その他の資産に計上し

ております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７

年）による定額法により発生の翌事業年度から費用処理しております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）に

よる定額法により費用処理しております。

④ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当該事業年度末要支給額を引当計

上しておりましたが、2006年６月をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、2006年７

月以降新たな引当計上は行っておりません。

　当事業年度末における役員退職慰労引当金残高は当制度の廃止以前から在職している役

員に対する支給予定額であります。

(4) 収益及び費用の計上基準

　下記の５ステップアプローチに基づき、収益を測定し認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

　商品又は製品の国内販売に係る収益は、当該商品又は製品を引き渡した時点で履行義務

を充足したと判断し、国内取引においては出荷時から顧客への支配の移転までの期間が通

常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。設備等の販売である搬入据

付に係る収益は、顧客の検収により履行義務を充足したと判断し、検収時に収益を認識し

ております。商品の販売において当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客か

ら受け取る対価の額から仕入先に支払う額を控除した純額により収益を算定しておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権につ

いては、振当処理を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権、外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

  外貨建金銭債権及び予定取引に係る将来の為替変動リスクを回避するため、実需に基づ

くものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は行っ

ておりません。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　振当処理を行った為替予約は、有効性の評価を省略しております。

　また、外貨建予定取引については、将来の販売予定に基づくものであり、実行の可能性

が極めて高いため、有効性の評価を省略しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,063,483千円

(2) 保証債務

　下記会社の銀行借入に対して債務保証を行っております。

明治電機商業（上海）有限公司 25,782千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 601,893千円

短期金銭債務 236,490千円

(4) 期末日満期手形

期末日手形の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしており

ます。なお、事業年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形が事業年度

末残高に含まれております。

受取手形 12,802千円

電子記録債権 65,402千円

支払手形 726千円

営業取引高

売上高 3,152,829千円

仕入高 796,854千円

販売費及び一般管理費 809,377千円

営業取引以外の取引高 162,896千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 65,771株 541株 18,500株 47,812株

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

① 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理

の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

２. 表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）

前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「国庫補助金」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。

なお、前事業年度の「国庫補助金」は2,656千円であります。

３. 貸借対照表に関する注記

４. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項
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繰延税金資産

未払事業税 20,785千円

未払費用 22,531千円

賞与引当金 165,240千円

投資有価証券評価損 33,766千円

関係会社株式評価損 33,673千円

ゴルフ会員権評価損 16,710千円

棚卸資産評価損 80,084千円

その他 36,359千円

繰延税金資産小計 409,153千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △33,673千円

評価性引当額小計 △33,673千円

繰延税金資産合計 375,479千円

繰延税金負債

前払年金費用 △116,579千円

その他有価証券評価差額金 △945,560千円

繰延税金負債合計 △1,062,139千円

繰延税金負債の純額 △686,660千円

(1) １株当たり純資産額 2,217.59円

(2) １株当たり当期純利益 172.34円

６. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

７. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　

６．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

10. その他の注記

　該当事項はありません。
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